（補論）新型インフルエンザと就業制限について
（１）感染症法と新型インフルエンザの位置
　①人類の活動範囲が広がるにつれ、これまで一地方だけの特殊な病気としてしか知られてこなかった危険な疫病が次から次へと発見され、広く知られるようになった。今後も出現するであろう新感染症への対応が伝染予防法の枠組みでは対処が困難となり、新たな枠組みが必要になってきた。

　②そういう中で、従来の伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を廃止し、1997年に感染症法が制定された。2007年には結核予防法が感染症法に統合され、感染症法が感染症に係わる唯一の法律となった。その制定の趣旨は、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえつつ感染症の迅速かつ的確な対応のため、患者等の人権の保護、国、地方公共団体の責務の明確化、法の対象とする感染症の整理、その他予防・治療に係る措置を定めるものとされている。

　③感染症法では、すべての感染性のある疾病を５つに分類し、分類ごとの対応を定めている。その後、高病原性の鳥インフルエンザウイルス（H5N1）が変異し人―人感染能力を獲得した新型インフルエンザとなるおそれが高まった状況に鑑み、2008年５月、感染症法が改正され、新たに感染症の類型に「新型インフルエンザ等感染症」を追加して、合わせて検疫法を改正して新型インフルエンザの水際での対応を含む一連の感染予防、感染拡大防止のための対策基盤の強化を図った。（別添１「感染症の類型・定義・対応」参照）
　④新型インフルエンザ等感染症の扱いは、出現した際の状況をみて政令により一類感染症（危険性が極めて高い感染症）と同等の扱いをする含みをもたせつつ、基本的にはそれに次ぐ二類感染症に準じた扱いとしている。もちろんこれは現時点での取り扱いであり、再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザが再興したもの）や新たな型のインフルエンザの発生等も想定して、今後、法の改正や法の具体化が図られるものと考えられる。
（２）新型インフルエンザの感染症法上の対応

　①感染症法上、新型インフルエンザに対する主な対応は、以下のとおりである。
　　●患者は第二種感染症指定医療機関以上の医療機関に入院

　　●食品製造等特定業務への就業制限

　　●健康診断の受診勧告・実施

　　●建物への立ち入り制限または禁止（期間を限定して）

　　●疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する法律の適用あり

　　●感染の疑いのある者に、健康状態の報告を求め、外出の自粛及びその他感染防止に必要な協力を求める
　②厚生労働省が2009年５月22日に発表した「新型インフルエンザの基本的対処方針」によれば、A「患者数が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域」と、B「急速な患者数の増加が見られ重症化の防止に重点を置くべき地域」に分けて対応策を策定している。
　A地域については以下の対処方針となっている。

●発生患者と濃厚接触者

　　　＊患者は感染症指定医療機関に入院
　　　＊濃厚接触者は外出自粛要請と抗インフルエンザウイルス薬予防投与

　　●医療・発熱外来

　　　＊患者は発熱相談センターに相談し、発熱外来を受診

　　●学校・保育施設

　　　＊市区町村の一部または全部、場合によっては都道府県全部での休業要請

　　　＊休業解除は１週間ごとに検討
　③事業主に対する要請はどうなっているかは、厚労省は2009年５月１日に「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を発表した上で、５月22日の「新型インフルエンザに関するQ&A」で次のように述べている。
	（問25）事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する等とされていますが、従業員向けの対策として、具体的にはどのようなことが考えられますか。

１．各事業主においては、従業員の健康管理を徹底するとともに、例えば、発熱症状のある者については、発熱相談センターへの相談、自宅待機等を実施するなどの対応を検討していただくことが必要と考えられます。

２．また、ラッシュ時の公共交通機関の利用を避けるための時差通勤、自転車通勤等を検討していただくことが必要と考えられます。

３．それぞれの事業主において、地域の感染状況を注視するとともに、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」の「基本的な新型インフルエンザ対策」を参考に、例えば、手洗い、咳エチケット、職場の清掃・消毒の措置について検討していただく必要があります。

	（問27）従業員が発症した場合、同じ職場の従業員全員を自宅待機させる必要がありますか。
　発症した従業員と濃厚接触した同僚を自宅待機させることは必要と考えられますが、発熱相談センターや保健所の判断により、濃厚接触者じゃないとされた者についてまで自宅待機を命ずることは適当ではありません。


（３）就業禁止と休業手当に関する基本的考え方
　①感染症法上の新型インフルエンザの罹患者等に対する就業制限に関する考え方は、●罹患者は入院させる、●「疑い例」（咳や38度以上の熱などの症状があり、簡易検査でA型インフルエンザ陽性だった者）は直ちに遺伝子検査を行う、●濃厚接触者には外出自粛その他の必要な協力を要請する、●政令により建物への立ち入り制限または禁止（今回は「発熱している従業員や訪問者は、出勤や入場を拒否する」対策を要請している。「事業者・職場における新型インフルエンザ対策のガイドライン」より）となっている。つまり、これら該当者に対して一定期間の就業禁止もしくはその要請を行っている。一方、事業主に対する法律上の就業制限の義務付けは、特定業種（飲食物の製造、販売、調製又は取り扱いの際に飲食物に直接接触する業務）に限定されている。
　②就業禁止を直接法律的に規定しているのは労働安全衛生法第68条（「病者の就業禁止」）及び同規則第61条（「病者の就業禁止」）である。その中の「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」（労働安全衛生法第68条）、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」（同規則第61条）という規定については、1997年の感染症法により、都道府県知事が一定の感染症について就業禁止の措置をとる仕組みを整備したことで、個々の事業者に「病毒伝ぱのおそれ」の判断をゆだねる事態は避けられることになった。なお、伝染予防法の廃止により法定伝染病という言葉は死語となっている。
　③次に、事業主が、罹患者等に就業禁止（自宅待機の命令を含む）の措置をとった際の休業手当をどう考えるかという問題だが、平成15年のSARS（重症性呼吸器症候群）流行時の、愛知労働局からの照会に対する厚生労働省の回答の原文は入手できなかったが、要旨は以下のとおりである。また、同様の考え方がO―１５７流行時に出された労働省通知（「VTEC感染症に係る労働省通知」平成８年８月９日）ですでに出されているのでそれも参照されたい。
	「平成15年SARS流行時の愛知労働局の照会に対する厚生労働省

の回答」要旨

休業手当の支給要件である「使用者の責めに帰すべき事由」の判断基準について

１．感染症予防法その他の法令に基づく就業制限業務に従事する罹患労働者を休業させる
ことは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しません。
２．罹患労働者を就業制限業務以外の業務に従事させることを十分検討する等、休業の回避について使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当し、休業補償の対象となります。
３．感染症予防法その他の法令に基づく就業制限業務及び厚生省通知に基づく行政指導における対象労働者、休業の期間・業務の範囲を超えて労働者を休業させることは、「使用者の責めに帰すべき事由」にあたります。
　以上の点に留意されて適切な対応をはかってください。

	VTEC感染症に係る労働省通知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基発５１１号　平成８年８月９日

　都道府県労働基準局長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働省労働基準局長

　　　　　　　　　　腸管出血性大腸菌感染症に係る対応について

（略）

２．休業手当の支給について

(１)り患労働者を休業させる場合に、労働基準法第２６条に定める休業手当の支給要件である「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かの判断に当たっては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきであるが、一般的には次のように考えられること。

　①　就業制限業務に従事するり患労働者を休業させる場合は、法令に基づく就業制限を遵守するための措置であり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられること。

　②　平成８年７月２３日付け厚生省健康政策局計画課長、保健医療局エイズ結核感染症課長、生活衛生局食品保健課長連名通知「腸管出血性大腸菌感染症による食中毒に係る２次感染予防の徹底について」（以下「厚生省通知」という。）に基づきり患労働者を休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられること。

　③　①及び②の場合においても、り患労働者を、就業制限に係る業務以外の業務に従事させることを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すると考えられること。

(２)伝染病予防法に基づく就業制限及び厚生省通知に基づく行政指導（以下「就業制限等」という。）における対象労働者、休業の期間・業務の範囲を超えて労働者を休業させる場合については、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すると考えられること。したがって、単に顧客の減少により営業不振が見込まれるために事業場の全部又は一部を休業とする場合は、それのみでは休業手当の支払義務を免れないことはいうまでもないこと。

(３)なお、使用者からの問い合わせに対しては、就業制限等に係る対象労働者、休業の期間・業務の範囲が、いたずらに広く解釈されることのないよう留意するとともに、この就業制限等においては、り患労働者が同じ事業場内の他の就業制限に係る業務以外の業務に従事することまで禁止しているものではないことを説明し、労働者の生活面の安定を欠くことのないよう配慮されたい旨指導すること。
３．年次有給休暇の算定の基礎となる全労働日の取扱について

　就業制限等に基づき休業させた場合、当該休業は労働者の責に帰すべき事由に該当しないこととなるが、２の(1)及び(2)により当該休業が使用者の責に帰すべき事由にも該当しないと考えられる場合には、当該休業は労使いずれの責にも帰すべからざる事由によるものであることから、当該休業の日は全労働日に含まれないものとして取り扱うものであること。


（別添１）　　　　　　　感染症の類型・定義・対応

	感染症類型
	定義
	主な対応

	一類感染症
	エボラ出血熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、ラッサ熱、天然痘、南米出血熱
	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症
	原則として入院（隔離）

	二類感染症
	ポリオ、ジフテリア、SARS、結核、鳥インフルエンザ（H5N1）
	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症
	必要に応じて入院（隔離）、食品製造等特定業務への就業制限

	三類感染症
	コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症（例：O157）
	感染力、罹患した場合の重篤性等基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
	食品製造等特定業務への就業制限

	四類感染症
	レジオネラ症、マラリア、日本脳炎、炭疸、ウエストナイル熱、E型肝炎、A型肝炎、黄熱、鳥インフルエンザ（H5N1を除く）、狂犬病、エキノコックス症、オウム病　等
	動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症（現在41疾病）
	動物の輸入禁止、輸入検疫

	五類感染症
	クロイツフェルト・ヤコブ病、インフルエンザ、エイズ、アメーバ赤痢、梅毒、ウイルス性肝炎（A・E型除く）、麻疹、流行性耳下腺炎、A群溶血性連鎖球菌咽喉炎、感染性胃腸炎　等
	国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症（現在41疾病）
	

	新型インフルエンザ等感染症
	
	新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザ

	必要に応じて入院（隔離）、食品製造等特定業務への就業制限

	指定感染症
	
	既知の感染症の中で一類から三類に分類されていない感染症において、一類から三類に準じた対応の必要性が生じた感染症で、１年を限度として政令で指定
	政令で指定する

	新感染症
	
	人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症
	政令で指定する


